
 

使用許諾契約書 

重要 - 注意してお読みください: Intergraph Corporation の本使用許諾契約書＇以下、「使用許諾契約書」という（は、本使用許諾

契約書とともに受け渡される Intergraph のソフトウェア製品＇以下、「ソフトウェア製品」という（について、お客様＇個人または単体の法

人組織のいずれか（ならびに Intergraph の SG&I＇安全保障、政府およびインフラストラクチャ（部門の事業を展開する Intergraph 

Corporation＇以下、「Intergraph」という（間で結ばれる法的合意書です。ソフトウェア製品には、本使用許諾契約書とともに提供され

る、コンピュータ ソフトウェア、オブジェクト コード コピーならびに、ファイル、ディスク、CD-ROM またはその他のメディアのあらゆるコンテンツ

を含み、これにはテンプレート、印刷文書、オンラインまたは電子ファイル形式の文書が含まれます。ソフトウェア製品のあらゆる複写、お

よびソフトウェア製品のアップデートがあった場合はいずれも、本使用許諾契約書の条項に基づき Intergraph がお客様にライセンス供

与します。別の使用許諾契約書に関連する、オープンソースコンポーネント、アップグレードを含むがそれに限定されないソフトウェアはい

ずれも、該当するライセンス合意書の条件に基づきお客様にライセンス供与されます。ソフトウェア製品をインストール、コピー、ダウンロ

ード、アクセスまたは使用することで、お客様は本使用許諾契約書の条項に拘束されることを承諾したものとします。本使用許諾契約

書はその他のいかなる文書より優先され、お客様のソフトウェア製品の使用を規定するものとします。ただし、該当するソフトウェア製品

の個別のトランザクションに対するライセンスを具体的に示す、Intergraph と署名したライセンス契約に Intergraph とお客様が同意した

場合はこの限りではなく、署名したライセンス契約が優先され、お客様のソフトウェア製品の使用を規定するものとします。お客様は、本

使用許諾契約書は書面に作成し、交渉した署名入りの契約書と同じ効力をお客様に対してもつことを承諾するものとします。お客様

が本使用許諾契約書の条項に合意しない場合は、ソフトウェア製品をダウンロード、インストールまたは使用することはできません。 

1.0 定義。本使用許諾契約書で使用される場合、次の用語は下記のとおり定義され、その他本使用許諾契約書で大文字で

表記される用語の意味は、本使用許諾契約書の定義に帰するものとします: 

1.1 「コア」は、コンピュータを駆動する基本的な命令に対応し実行することのできる、当該コンピ

ュータサーバー上の物理的プロセッサを指します。1 つの中央演算装置（ＣＰＵ）は、１以上のコアがある場合があ

り、任意のサーバーには複数のＣＰＵソケットがあってその各々に複数のコアを含む場合があります。 

1.2 「デスクトップベースのソフトウェア製品」は、ローカルドライブから起動し動作にネットワー

ク接続を必要としない内蔵アプリケーションを指します。 

1.3 「インストールガイド」は、Microsoft Word もしくは Adobe PDFドキュメントまたはテキストファ

イルで作成されたコンピュータファイルで、ソフトウェア製品プログラムをインストールまたは操作するためにユー

ザーが必要とする可能性のあるものを指します。 

1.4 「主ライセンス」は、本使用許諾契約書によりお客様に許諾されたソフトウェア製品の一般的な生産使用に関する

ライセンスを指します。 

1.5 「補足ライセンス」は、一部ソフトウェア製品に関し、特殊な目的での主ライセンスを増強するため、Intergraph が用

意したソフトウェア製品のライセンスを指します。各補足ライセンスは、主ライセンスを必要とし、補足ライセンスの条項は主ライセンスに適

用される条項を越えないものとします。 

1.6 「システム」は、ソフトウェア製品が存在し動作する個別サーバー上の物理的もしくは操作可能なロケーション、また

は Intergraphが 1 つのオペレーション識別番号＇「サイトＩＤ」（を割当てた物理的もしくは操作可能なロケーションを指します。 

1.7 「アップデート」は、ソフトウェア製品の修正バージョン、フィックス、パッチを指します。 

1.8 「アップグレード」は、ソフトウェア製品の新しい各リリースで、ソフトウェア製品に対する、大または小のアーキテクチャ

変更の結果によるものを指します。アップグレードは、別途使用許諾契約書が提示される場合があります。アップグレードとともに受け渡

される使用許諾契約書は、ソフトウェア製品のこれまでのリリースに関連するあらゆる使用許諾契約書または署名したライセンス契約に

優先されます。 

1.9 「ユーザー」とは、お客様、あるいはお客様が雇用する個人を指します。ユーザーには、お客様に代わってサービスを

提供するためにソフトウェア製品を一時的に使用することが必要なお客様の請負業者を含む場合もあります。 

1.10 「Web ベースのソフトウェア製品」は、Web サービスをベースとしたソフトウェア製品で、ユーザ

ーがワールドワイドウェブ、インターネットまたはイントラネットでのみアクセスするものを指します。 

1.11 「XML ファイル」とは、該当する場合、ソフトウェア製品で生成される XML＇Extensible Markup Language（ファイル

を指します。 

1.12 「XSL スタイルシート」は、XML ファイルクラスがソフトウェア製品に含まれる場合、クラスインスタンスがどのようにフォ

ーマット化語彙を使用する XML 文書に変換されるかを記述する、XSL＇Extensible Stylesheet Language（の表現方法を指します。 



 

 

2.0 ライセンス供与。本使用許諾契約書の条項への違反が一切ないことを条件に、オブジェクトコードの形式のみで機密保持か

つ本使用許諾契約書を厳守する場合、Intergraph はここにソフトウェア製品のインストールおよび使用の制限付き非独占ライセンスを

お客様に付与します。ライセンスは、本使用許諾契約書に特に定められる場合を除き譲渡不可能です。お客様は意図した結果を達

成するにあたって、ソフトウェア製品の選択、ならびにソフトウェア製品のインストール、使用また当該製品から得られる結果に対する一

切の責務を負います。  

2.1 最小要件。ソフトウェア製品はお客様のシステムが特定のソフトウェア、ハードウェア、インターネット接続の最小要

件を満たすことを条件とする場合があります。ソフトウェア、ハードウェア、またはインターネット接続の特定の最小要件は、ソフトウェア製

品ならびにライセンスの種類により異なります。当該最小要件は要請により、Intergraph より入手できます。 

2.2 ライセンスのタイプとモード。ソフトウェア製品は主ライセンスまたは補足ライセンスとしてライセンス付与されます。次に

説明するとおり、主ライセンスには 2 種類、補足ライセンスには 7 種類あります。種類によって異なりますが、ライセンスは並行使用モード

あるいはノードロックモードのいずれかで使用できます。サブスクライブまたは取得したソフトウェア製品のライセンスのタイプやモードは、ソフ

トウェア製品とともに渡される提案書、見積り、またはパッケージに定められた製品説明に指定されます。また電子ライセンスマネージャ ツ

ールがソフトウェア製品に組み込まれる場合、当該ライセンスのタイプとモードは Intergraph ライセンスシステムで検証されます。別途指

定される場合を除き、お客様のライセンスのタイプとモードはノードロックの主ライセンスとなります。ソフトウェア製品の各ライセンスは、本

使用許諾契約書の対象となります。 

2.2.1 主ライセンスは下記のとおりです。 

(a) 並行使用モード＇CC（を使用すると、ユーザーは使用できるソフトウェア製品のすべてのライセ

ンスからチェックインおよびチェックアウトできます。いつでもライセンス数と同数のソフトウェア製品

のコピーを実行できます。インストールガイドに定められているとおり、ソフトウェア製品に非接続

モードでの実行が有効に設定されている場合、ユーザーはシステムからモバイルまたは家庭で

の使用にライセンスをチェックアウトできます。これによりシステムにライセンスがチェックバックされ

るまで、ライセンスプールで使用できるライセンスの総数は尐なくなります。ソフトウェア製品に非

接続モードでの実行が無効に設定されている場合、モバイルコンピュータまたはホームコンピュ

ータはノードロックライセンスを必要とします。ソフトウェア製品の予測ユーザー数が適用可能な

ライセンス数を上回り、ソフトウェア製品にライセンス マネージャツールが組み込まれていない場

合、お客様はソフトウェア製品を同時に使用するユーザー数がライセンス数を絶対に上回らな

いように十分な仕組みまたはプロセスを用いらなくてはなりません。お客様は、ソフトウェア製品

に関連した、ライセンスの仕組み、ライセンスファイル、ハードウェアキー、およびその他のセキュリ

ティーデバイスの使用に同意し、かつ、そのようなデバイスの回避、リバースエンジニアリング、ま

たは複製を試みないことに同意します。 

(b) ノードロックモード＇NL（を使用すると、ソフトウェア製品のコピー一部をハードディスクに保存して、

指定した単一のワークステーションでの実行、またはハンドヘルド デバイス用に設計されたソフ

トウェア、単一のハンドヘルド デバイスでの実行にロードすることができます。   

2.2.2 補足ライセンスは下記のとおりです。 

(a) バックアップライセンス＇BCK（は、主ライセンスの故障時に、補足ライセンスへのソフトウェア製

品の手動スイッチオーバーが必要とされる際の、「コールド スタンバイ」としてのみライセンス付与

されます。 

(b) デベロッパー ライセンス＇DEV（は、ソフトウェア製品のみで構築されたお客様の Web サイトで

開発およびテストする目的で、Web ベースのソフトウェア製品の主ライセンスに関してのみ渡さ

れる当該製品のライセンスです。デベロッパーライセンスは、生産目的＇すなわち、完全にデプロ

イされた Web サイト（に使用してはなりません。 

(c) 負荷分散ライセンス＇LOB（は、主ライセンスとの負荷バランスを取るために Web クラスタで二

次的または継続的なライセンスとしてのみ使用される Web ベースのソフトウェア製品のライセン

スで、１つのＩＰアドレスで代表される複数のサーバーで使用されます。 

(d) 冗長ライセンス＇RDT（は、主ライセンスの故障時に補足ライセンスへのソフトウェア製品の自動

スイッチオーバーが必要とされる際の、「ホット スタンバイ」としてのみライセンス付与されます。 

(e) テストライセンス＇TST（は、テスト目的のみにライセンス付与されます。ただし、Intergraph では、

テストライセンスを年間最大 30 日間テストサーバーで無料トレーニングを行う際に使用するこ

とも許可しています。 



 

 

(f) トレーニングライセンス＇TRN（は、トレーニング目的のみにライセンス付与されます。 

(g) 二次的ライセンス（SEC または TFB）は、トレーニング、開発、テスト、フェ

イルオーバー、バックアップなどの非生産的な使用の目的でライセンス付与さ

れます。二次的ライセンスの数は、購入された主ライセンスの数を上回ること

はできません。 

2.3 アップデートおよびアップグレード。ソフトウェア製品がソフトウェア製品の旧バージョンのアップデートまたはアップグレー

ドである場合、お客様がそのアップデートまたはアップグレードを使用するためには当該旧バージョンへの有効なライセンスを所有する必要

があります。ソフトウェア製品ならびに旧バージョンを、第三者が使用したり、第三者へ譲渡することはできません。アップデートおよびアップ

グレードはすべてライセンス交換ベースでお客様に提供され、最新のソフトウェア製品とともに提供される使用許諾契約書のすべての条

項の対象となります。アップデートまたはアップグレードを使用することで、お客様は(i)旧バージョンがアップデートまたはアップグレードへの転

換に必要とされる範囲を除き、ソフトウェア製品の一切の旧バージョンを使用する権利を任意終了することに合意し、(ii)ソフトウェア製

品の旧バージョンをサポートしなければならないかもしれない Intergraph の一切の義務は、アップデートが使用可能になる時点で終了す

ることを認識し、合意します。アップデートが提供される場合、お客様は当該アップデートを Intergraph の指示に従って速やかにインスト

ールする措置をとるものとします。これを怠った場合、お客様はソフトウェア製品が正しく動作しない可能性がある、あるいはソフトウェア製

品に使用可能な機能のすべてを利用できないことを認識するものとします。当該事態において、Intergraph は、当該アップデートインス

トールを怠った結果お客様に生じる追加費用の責任を負わないものとします。  

3.0 権利と制限。本使用許諾契約書の最後に定められた GeoMedia ビューアソフトウェア、ベータソフトウェア、評価ソフトウェア、

教育ソフトウェアに関する特殊な例外および追加条件を参照してください。 

3.1 お客様のライセンスでは、次のことが許可されています。 

3.1.1 バックアップを目的とする場合のみ、機械読み取り、または印刷の形式でソフトウェア製品メディアのコピー

の複製を一部作成できます。Intergraph はユーザーが作成するコピーすべての所有権を留保します。第 3.1.2 条に定めるとおり、お客

様がソフトウェア製品とライセンスのすべての権利を譲渡する場合を除き、お客様はバックアップコピーの権利を譲渡することはできません。

ソフトウェア製品のそれ以外のコピー、お客様が使用を許諾され支払いを行ったコピー数を上回るコピーの使用、および本使用許諾契

約書で明示的に許可されていないソフトウェア製品の配布はいずれも、本使用許諾契約書および連邦法または準拠法の違

反です。 

3.1.2 お客様は Intergraph の安全保障、政府＆インフラストラクチャ＇ Security, Government & 

Infrastructure（ソフトウェア譲渡ポリシー＇以下、「SG&I ソフトウェア譲渡ポリシー」という（ならびに本使用許諾契約書の条件に従って、

お客様の会社内＇会社内での譲渡（でソフトウェア製品とライセンスを譲渡できます。SG&I ソフトウェア譲渡ポリシーは、ご要望に応じて

Intergraph より入手できます。ソフトウェア製品を譲渡する場合、お客様はいかなる方式においてもすべてのコピー、修正、または統合し

た部分をすべて同じ当事者に同時に譲渡するか、譲渡せずにこれらを破棄しなくてはなりません。  

3.1.3 Web ベースのソフトウェア製品の場合。 

(a) 1 つのライセンスで、複数の Web サイトを実行し複数の Web サービスをお客様のクライアント

ユーザーに提供することができます。 

(b) クライアント側 Web ページのプラグイン＇ActiveX コントロール、Java アプレットおよびアプリケー

ション、ECW（Enhanced Compressed Wavelet）プラグインなど（をユーザーに配布できま

す。 

(c) Intergraph より該当数の負荷分散ライセンスまたは該当数のコアを取得しており、配置される

マップサーバーまたはコアの総数がライセンス数を越えない場合、お客様は 1 つの Web サーバ

ーとして動作している同一のクラスタ内の複数のマシンに本 Web ベースのソフトウェア製品をロ

ードできます。 

(d) インストールガイドに別途示される場合を除き、お客様は Web ベースのソフトウェア製品の出

力ベクターマップタイプと自社関連の Web サイトをサポートするためのみに、Java スクリプトのソ

ースファイルをコピーならびに配布することができ、自社内での使用を目的とする場合のみ派生

物を準備することができます。 

3.1.4 インストールガイドに別途示される場合を除き、XML ファイルを表現する XSL スタイルシートを含むソフト

ウェア製品について、お客様は自社に XML ファイルとその派生物＇以下、総称して「XML 製品」という（を表現することを目的とする場合

のみに XSL スタイルシートとその派生物を使用できます。お客様は、スタンドアロンベースで XSL スタイルシートまたは XML 製品を配布

することはできません。XSL スタイルシートは、中傷、名誉毀損、詐欺、わいせつ、みだら、あるいは性的な資料、第三者の知的財産権



 

 

を侵害する資料、または不法な資料の製作に使用することはできません。ソフトウェア製品とともに提供される XSL スタイルシートはすべ

て、現在ならびに将来にわたって Intergraph の財産です。 

3.1.5 インストールガイドに別途示される場合を除き、アプリケーション プログラミング インターフェイス＇以下、

「API」という（または設定セットアップとともに提供されるソフトウェア製品の場合、お客様は API を使用して当該ソフトウェア製品に対す

る自己の拡張モジュールを記述することができ、また、お客様は設定セットアップを使用して、当該 API または設定セットアップで許可さ

れる範囲に限り、ソフトウェア製品を設定できます。Intergraph がお客様に API を使用してのお客様の拡張モジュールの記述または設

定セットアップを通してのソフトウェアの設定を許可することにより Intergraph の知的財産権中の権利のいずれかをお客様に譲

渡することはなく（この条項は第 6.1.2 条に定義）その限りにおいて、ここに、お客様は、Intergraph がそのソフトウェア製品、

API および設定セットアップにおける一切の権利を留保することに合意しこれを承諾します。Intergraph は、当該拡張モジュールまたは

設定に関し一切の表明または保証をしません。また、法律上許容される最大限において、Intergraph ならびにそのサプライヤーは、市

販性、特定目的のと適合性、高リスク使用、ならびに非侵害性についての暗示的な保証を含むがこれに限定されることなく、当該拡張

モジュールまたは設定に関して、明示的あるいは暗示的に一切の保証を放棄します。お客様は当該拡張モジュールまたは設定をすべて

自己の責任において使用します。お客様はここに当該拡張モジュールまたは設定に関して、Intergraph ならびにそのサプライヤーを補償

し、損害を被らせないようにすることに合意することとします。 

3.1.6 すべてのシステム、ソフトウェア、アプリケーション、データのバックアップならびにソフトウェア製品の適切な使

用について、お客様は責任を負いそのリスクをすべて負担します。 

3.1.7 お客様は、いかなる場合においても、ソフトウェア製品のインストール、使用、チェックアウト、チェックインま

たは別のプログラムとの統合を行う際を含むがこれに限定されることなく、ソフトウェア製品のいかなるコピー、修正または部分の著作権、

特許、商標、属性に関する通知をすべて、保存・複製し、含めなくてはならないものとします。 

3.2 お客様のライセンスでは、次のことが禁止されています: 

3.2.1 お客様は別の企業あるいは団体＇すなわち会社間譲渡（あるいは個人に対し、ソフトウェア製品、または

そのコピー、修正あるいは統合した部分を売却、貸し出し、ライセンス付与、リース、または譲渡することはできません。当該不正な譲渡

は、自動的にライセンスの即時停止を招きます。 

3.2.2 お客様はソフトウェア製品のデコンパイル、デアセンブル、またはリバースエンジニアリングを実行したり、いか

なる人物にもその実行を許可することはできません。 

3.2.3 お客様はソフトウェア製品の技術的限界の克服に取り組んだり、いかなる人物にもその取り組みを許可

することはできません。 

3.2.4 お客様は、他者に対しコピーまたは使用を目的にソフトウェア製品を公開したり、いかなる人物にもその

公開を許可することはできません。 

3.2.5 本使用許諾契約書に明示的に定められる場合を除き、お客様は、全体またはその部分に限らず、ソフ

トウェア製品またはそのコピー、修正、統合した部分の使用、コピー、修正、配布、開示、ライセンス付与または譲渡を実行したり、いか

なる人物にもその実行を許可することはできません。 

3.2.6 お客様は、ライセンス付与されたソフトウェア製品とは異なるソフトウェア製品、または異なるコンピュータを

使って、ソフトウェア製品のコンポーネントパーツの再利用を行ったり、いかなる人物にもその再利用を許可することはできません。ソフトウ

ェア製品は、単一の製品としてライセンス付与されます。 

3.2.7 お客様は、ソフトウェア製品またはライセンスポリシーのライセンスの仕組みを回避したり、いかなる人物に

もその回避を許可することはできません。  

3.2.8 お客様は Intergraph の競合他社の何らかの目的のために、ソフトウェア製品を使用または表示したり、

いかなる人物にもその使用または表示を許可することはできません。 

3.2.9 お客様は、本使用許諾契約書に明示的に定められた場合を除き、ソフトウェア製品を使用したり、いか

なる人物にもその使用を認めることはできません。 

3.2.10 ノードロックのデスクトップベースのソフトウェア製品の場合。 

(a) Web ベースのアプリケーションにソフトウェア製品を実行することはできません。 

(b) お客様は 1 つのワークステーション上において複数のユーザーによるソフトウェア製品の同時使

用を許可できません。 



 

 

3.2.11 お客様は、生産目的＇すなわち、完全にデプロイされた Web サイト（でデベロッパーライセンスを使用したり、

いかなる人物にもその使用を許可することはできません。 

3.2.12 お客様は、ソフトウェア製品上で実行するベンチマークテストの結果を第三者に公開したり、いかなる人

物にもこの公開を許可することはできません。一部ソフトウェア製品とともに渡されるサンプルならびにデモデータセット、関連スクリプト＇以

下、「サンプルデータ」という（は、サンプルデータとともに渡されるソフトウェア製品の使い方をユーザーに説明する目的でのみ提供されます。

サンプルデータは、ソフトウェア製品と併せてライセンス付与されており、Intergraph から事前に書面による合意を得ることなく、再配布、ラ

イセンス付与、売却、譲渡、使用または生産過程における処理を行ってはなりません。 

3.2.13 ソフトウェア製品は、100％フォールトトレラントではありません。ソフトウェア製品は、ソフトウェア製品の何

らかの障害または欠陥が、死亡または重傷を招く、あるいは重大な物的損害や環境破壊を招く可能性のある状況での使用＇以下、

「高リスクの使用」という（を目的あるいは意図したものではありません。お客様は、高リスクでのソフトウェア製品の使用、あるいは高リスク

を伴うソフトウェア製品の使用についてライセンスを付与されていません。高リスクの使用は、固く禁じられています。高リスクの使用には、

飛行機または大量人員輸送を行うその他の手段、原子力または化学施設、およびクラス III 医療機器の操作などが含まれます。ここに

お客様は、高リスクでの使用、あるいは高リスクに関連してソフトウェア製品を使用しないことに合意します。 

3.2.14 Web ベースのソフトウェア製品の場合。 

(a) お客様は、Intergraph の事前の書面による同意なく、ソフトウェアをサービスまたはホスティングとして操作す

るために Web ベースのソフトウェア製品を使用することはできません。 

(b) お客様は、Web ベースのソフトウェア製品の負荷分散ライセンス（LOB）をその主ライセンスから切り離して

使用することはできません。  

(c) お客様は、単一のパーツ番号（すなわち「製品名- WORKGROUP 」）で発注または納品された主ライセンス

（およびその割り当てられた負荷分散ライセンス）を他の企業あるいは団体のために、または別の住所で使用すること

はできません。 

(d) Intergraph APOLLO ソフトウェア製品の場合のコア制限。Intergraph APOLLO ソフトウェア製品のライセンス料金およびインスト

ール制限は、Intergraph APOLLO ソフトウェア製品がインストールされるサーバー中に存在するコアの数に基づきます。各製品は、

32 コアを最大とする 4 コアの倍数でライセンス付与することができます。お客様は、お客様のホストサーバーのコア数の決定および

適切なコアライセンス数の発注について責任を負います。Intergraph APOLLO ソフトウェア製品の各ライセンスは、単一のサーバ

ーに限りインストールできるものとします。 例えば 8 コアのライセンスが１つの場合、お客様は、１つのコンポーネントの 2 つのコピーを

それぞれ 4 コアのサーバーにインストールすることは許可されません。仮想化されたデータ処理環境においては、ハイパースレッディン

グ「仮想マシン」テクノロジーまたは類似の技術が当該サーバー上に存在する物理的なコアに必ずしも対応しない「仮想プロセッ

サ」を作り出し、お客様の使用の権利は、お客様がライセンス付与されたコア数と当該ホストサーバーに存在する物理的コア数と

仮想化環境中で Intergraph APOLLO ソフトウェア製品に対し利用可能なプロセッサ数の関係により決まり、次のとなります。お

客様がライセンス付与されたコア数が当該ホストサーバーに存在する物理的コア数に等しいかこれを上回る場合は、ハイパースレ

ッディングその他の１物理的コアに対するマルチタスクの方法により創り出される追加的な仮想プロセッサは、お客様のライセンス制

限に違反しません。しかし、お客様が、お客様がライセンス付与されたコア数を上回る物理的コア数を持つホストサーバーに

Intergraph APOLLO ソフトウェア製品をインストールしようとする場合、お客様は、その Intergraph APOLLO ソフトウェア製品の

操作を、最大でもお客様がライセンス付与されたコア数以下のプロセッサ＇仮想、物理的、その両方にかかわらず（にしかアクセスし

ない「ゲスト」仮想マシン内に限定しなければなりません。  

3.3 お客様による補償。本使用許諾契約書に定められた制限または禁止行為のいずれかをお客様またはユーザーが

違反したことで Intergraph に生じる訴訟、請求、コスト、費用、または損害の一切の訴因から、お客様は Intergraph を免責し、補償

することに合意します。 

4.0 期間。本使用許諾契約書は、お客様のソフトウェアサブスクリプションまたはリースが更新せずに終了または失効するまで有効

です。本使用許諾契約書が終了するのは次のいずれかの場合です。(a) お客様による場合。Intergraph にオリジナルのソフトウェア製

品を返却するかまたはソフトウェア製品をあらゆる形式の一切のコピー、修正、及び統合部分とともに永久に破棄することで、終了する

ことができます。(b) Intergraph による場合。お客様が本書の条項のいずれかに違反したかまたはお客様が適切なライセンス料金もしく

はサブスクリプション料金を支払わない場合。(c) 当該ソフトウェア製品アップグレードをカバーする新規ライセンス契約に

伴い、お客様がアップグレードをインストールした場合。(d) これが臨時ライセンスであって、当該ライセンスファ

イルの失効による場合。本使用許諾契約書の終了、またはソフトウェアサブスクリプションの失効のいずれか早いほうにおいて、お客

様はソフトウェア製品＇ならびにソフトウェア製品のあらゆる形式でのコピー、修正、統合部分、およびソフトウェア製品のコンポーネントパ

ーツの一切（の使用を終了し、永久にこれを破棄するとともに、Intergraph に対してそのような破棄を書面で保証することに合意

します。 



 

 

5.0 監査。Intergraph は、お客様の通常の営業時間内に、お客様のソフトウェア製品の使用ならびに本使用許諾契約書の条

項の遵守を監査する権利を有するものとします。Intergraph は、監査の 30 日前に書面にてお客様に通知します。監査の権利は、年

2 回までに制限されるものとします。監査開始前に、Intergraph の担当者はお客様が提示する合理的な機密保持契約に署名します。

監査中、お客様は Intergraph の担当者がお客様の記録と従業員の両方への合理的なアクセスを認めるものとします。監査結果から

お客様に Intergraph に対し未払いの料金があることが判明した場合を除き、監査の費用は、Intergraph が負担するものとします。当

該未払いの料金が判明した場合、お客様は、これまでに合意した価格でのソフトウェア製品のライセンスまたはソフトウェアサブスクリプシ

ョン料金に、月々2%または法律で認められる最大利率のうち尐ないほうの利率で計算した、本来の支払日からの当該未払い分の利息

を足した金額を速やかに Intergraph に支払うことに合意し、本監査に関連したすべての費用を負担することに合意します。 

6.0 知的財産権。 

6.1 所有権。   

6.1.1 ソフトウェア。すべてのソフトウェア製品は、Intergraph とその他サードパーティの有標製品で、著作権法

ならびに国際条約により保護されています。ソフトウェア製品ならびにソフトウェア製品のコピー、修正および統合部分の一切の権原は、

あらゆる場合において、Intergraph ならびに当該サードパーティが留保するものとします。ソフトウェア製品は、本使用許諾契約書に基づ

きライセンス付与されるものであり、売却されるものではありません。Intergraph およびその他サードパーティは、各ソフトウェア製品の一切

の知的財産権を含むがこれに限定されることなく、すべてのソフトウェア製品におけるすべての権利、権原および利権を留保します。本

使用許諾契約書あるいはその他該当するサードパーティのソフトウェアライセンス契約あるいは条件によって、お客様に明示的に付与さ

れていないすべての権利は、Intergraph ならびに該当するサードパーティによって留保されます。Intergraph が別途書面で合意した場

合を除き、本使用許諾契約書に基づきソースコードが引き渡されることはありません。 

6.1.2 知的財産権。Intergraph とサードパーティの製造元は、適用される場合、Intergraph ならびに適切なサ

ードパーティ製造元の商標名における、または当該商標名に対するすべての権利を所有しており、本使用許諾契約書に基づき当該商

標名を使用する権利またはライセンスは一切お客様に付与されないことを、お客様は認識し合意するものとします。お客様が申請中の

特許がソフトウェア製品によって侵害されているという特許請求を Intergraph またはサードパーティ製造元に対して行う場合、お客様が

Intergraph および該当するサードパーティ製造元から付与されたソフトウェア製品に対する特許ライセンスは、自動的に終了します。 

6.2 知的財産権の侵害。 

6.2.1 Intergraphによる救済。ソフトウェア製品が正式に発行された米国知的財産権に対する侵害請求の対

象となる、あるいはその可能性があるとIntergraphが考える場合、Intergraphは自己の裁量ならびに費用の負担において、(a)お客様が

ソフトウェア製品を継続して使用する権利を調達する、(b)ソフトウェア製品を侵害性はないが同じ機能を持つ製品に修正する、(c)ソフ

トウェア製品を、侵害性はないが同じ機能を持つ製品と交換する、または(d)ソフトウェア製品に対しお客様が支払った実際の額を比例

配分して返金する、のいずれかを行うことができます。 

6.2.2 お客様による補償。何らかの訴訟行為＇訴訟、請求または法的措置（が＇全体または部分において（お

客様またはお客様の代理となる人物あるいは団体によって行われた修正、強化または追加、あるいはIntergraphが提供したものではな

い他の製品と組み合わせたソフトウェア製品の使用に基づく場合、お客様はすべて自己の負担において、ソフトウェア製品における、また

これに対するIntergraphの一切の権利、権原、および利益、ならびにIntergraphの営業権や風評を、誠実かつ当該請求がお客様に対

して行われたかのような基準で、無害に保ち抗弁することに合意します。お客様は、当該請求の弁護にIntergraphが負担した合理的な

弁護士費用を含む抗弁費用の一切をIntergraphに返金し、Intergraphに対して下された判決額を支払うものとします。お客様は、自

己の選択する弁護人によって当該弁護を行い、Intergraphはお客様が費用を全額負担する当該弁護人に合理的な協力を行うものと

します。お客様は、当該弁護を単独で支配しますが、Intergraphがその弁護に合理的に参加することを許可し、何らかの請求の和解に

関してIntergraphに合理的に協力するものとします。上記に関わらず、IntergraphはいつでもIntergraphの負担でIntergraphの弁護を引

き継ぐことを決定できます。またお客様は、当該弁護のIntergraphへの引渡しならびに当該弁護に関し、全面的な協力とサポートを行う

ものとします。 

6.3 知的財産の保証と賠償責任の制限に関する免責事項。本使用許諾契約書に定められた知的財産の制限付

き保証は、明示的または暗示的に、知的財産の侵害に関してその他すべての保証に代わるものであり、これらの知的財産の制限付き

保証は、所定の救済とともに、知的財産の侵害に関して Intergraph の完全かつすべての保証義務および責任を表明します。知的財

産の制限付き保証は、お客様に特定の法的権利を供与します。お客様はその他の権利を所有することができますが、その内容は管轄

区域によって異なります。明示的または暗示的な保証または責任の制限事項における本免責条項のいずれかの部分が無効と判断さ

れる場合、Intergraph は、明示的または暗示的に、保証を放棄し、法律上許容される最大限の範囲において自己の責任を制限しま

す。本契約書に適用される法律に基づき、より大きな保証または責任が命じられる場合、Intergraph は当該法律で要求される最小

限の範囲において、ソフトウェア製品を保証し責任を負います。 

7.0 制限付き保証。 



 

 

7.1 Intergraph はお客様に対し、ソフトウェア製品が正常な状態で使用されており、本使用許諾契約書の条件を厳

守していることを条件に、出荷後 30 日間の間、ソフトウェア製品の受け渡しメディアの素材ならびに施工に欠陥がないことを保証します。

お客様は、ソフトウェア製品の不正な使用、修理または修正、誤用、ならびにソフトウェア製品の受け渡しメディアに疑わしい欠陥がある

場合は、速やかに Intergraph に通知することに合意します。 

7.2 Intergraph は、本ライセンスをお客様に付与する権利があることを保証します。 

7.3 上記の制限付き保証は、明示的または暗示的に、その他すべての保証に代わるものであり、Intergraph の完全な

保証義務を表明するものです。制限付き保証は、お客様に特定の法的権利を供与します。お客様はその他の権利を有することができ

ますが、その内容は管轄区域によって異なります。本保証条項が地域法を準拠していない場合、お客様の管轄区域の法律に定めら

れた最短保証期間が適用されるものとします。 

8.0 保証の否認。保証項目の欠陥が、直接または間接に、保証項目の異常な操作状況下での使用、または保証項目の不正

な修正・修理、あるいはその定期保守の欠落を含むがこれに限定されない、保証項目の不正使用または誤用の結果生じた場合、本

使用許諾契約書に基づくすべての保証は無効になります。本使用許諾契約書に特に定められる場合を除き、法律上許容される最大

限において、Intergraph とそのサプライヤーは、明示的または暗示的に関わらず、市販性、耐久性、特定目的との適合性、高リスクおよ

び非侵害性の暗示的な保証を含むがこれに限定されない、ソフトウェア製品に関する一切の保証を放棄します。Intergraph は、ソフト

ウェア製品がお客様の要件を満たしていることを保証しません。また、いかなる状況においても、Intergraph はソフトウェア製品の操作が

中断なく行えること、エラーが起こらないことを一切保証しません。ソフトウェア製品は現状のまま提供されており、お客様はその使用にお

ける一切の責任を負います。明示的または暗示的な保証の本免責条項のいずれかの部分が無効と判断される場合、Intergraph は、

明示的または暗示的な保証を、法律上許容される最大限の範囲において放棄します。本契約書に適用される法律に基づき、より大

きな保証または責任が命じられる場合、Intergraph は当該法律で要求される最小限の範囲において、ソフトウェア製品を保証し責任

を負います。  

9.0 責任の制限。お客様は、ソフトウェア製品の使用に対し、完全かつすべての責任を負うものとします。法律上許容される最大

限において、本使用許諾契約書またはソフトウェア製品の使用あるいは使用できないことが原因で生じる、特別損害、付随的損害、

間接損害、懲罰的損害または結果的損害を含む、あらゆる損害＇使用または製造の損失、逸失利益、データ損失、事業情報の損

失、事業の中断、第三者の請求、あるいはその他の金銭的損失に対する損害を含むがこれに限定されない（に対して、Intergraph が

当該損害の可能性を助言されている場合であっても、Intergraph またはそのサプライヤーは一切責任を負わないものとします いかなる

場合においても、Intergraph は、Intergraph が提供するサンプルデータのダウンロード、表示、使用、複製、配布、または開示による、ま

たはこれに関連して生じる、＇サンプルデータあるいはサンプルデータの使用あるいはその処理を原因、あるいはこれに関連して生じる、い

かなる請求、責任、または直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害または結果的損害、あるいはデータの損失

または破損を含むが、これに限定されない（一切の請求、損害、またはその他の責任を負わないものとします。本使用許諾契約書によ

り、あるいはこれに関連して生じる Intergraph の完全な責任は、請求の訴因となる最初の事象の発生時に、問題のソフトウェア製品ま

たはソフトウェアサブスクリプションに対してお客様が Intergraph に実際に支払った金額に制限されるものとします。法律で別途定められ

る場合を除き、その形式に関わらず訴因となる最初の事象が生じてから 1 年を越えた場合、お客様は本使用許諾契約書により、ある

いはこれに関連して生じる一切の請求を提訴することはできません。管轄区域によっては責任の除外または制限を認めないため、上記

制限がお客様に適用されない場合もあります。本条項のいかなる部分が無効となる場合、Intergraph は法律上許容される最大限に

自己の責任を制限します。 

9.1 ソフトウェア製品が本使用許諾契約書に定められた制限付き保証を著しく満たさない場合、Intergraph の完全な

責任とお客様の唯一の法的救済は、Intergraph の自己の絶対の裁量において、(i)ソフトウェア製品の修正、修理、交換、または(ii) 本

使用許諾契約書の終了、およびソフトウェア製品が本使用許諾契約書に定められた制限付き保証を著しく満たさなくなった期間につ

いて、お客様が Intergraph に実際に支払ったソフトウェア製品の金額を比例配分した返金のいずれかとします。その本来の保証期間

中に行われた交換、アップデートまたはアップグレードのすべては、その本来の保証の残存期間に限り保証されます。Intergraph が上述

の救済手段のいずれかを履行する限り、この制限付き救済手段は、その本質的目的を達成しないとみなすことはでき

ません。 

9.2 Intergraph は、本使用許諾契約書に定められた免責、義務の除外または制限、保証ならびに責任を目的とする

場合においてのみ、Intergraph のサプライヤーの代理を務めます。その他の事項あるいは目的において代理を務めることはありません。 

10.0 制限。 

10.1 米国政府の制限付き権利。＇ソフトウェア製品に関するアップデート、アップグレード、ドキュメント、技術データを含

む（当該ソフトウェア製品を、米国政府の機関があるいはこれに代わって、直接または間接に、ライセンス取得、購入、サブスクライブ、あ

るいは取得している場合、本使用許諾契約書の第 10.1 条が適用されます。 



 

 

10.1.1 民間機関の場合：ソフトウェア製品は自己負担で開発されており、連邦購入取締制度＇以下、「FAR」

という（52.227-19 (a) から(d) ＇商業コンピュータソフトウェア-制限付き権利（に基づく制限付き権利に従った「制限付きのコンピュータソ

フトウェア」です。 

10.1.2 国防総省の部門の場合：ソフトウェア製品は自己負担で開発されており、連邦国防購入取締制度

＇以下、「DFARS」という（DFARS 227.7202-3 ＇商業コンピュータソフトウェアまたは商業コンピュータソフトウェアドキュメントにおける権

利（に基づく制限付き権利に従った「商業コンピュータソフトウェア」です。 

10.1.3 注意：本ソフトウェア製品は、DFARS 252-227-7014＇非商業コンピュータソフトウェアの権利（ならびに

FAR 12.212＇コンピュータソフトウェア（で定義される、DFARS 252.227-7015＇技術データ（と FAR 12.211 ＇技術データ（で定義される

「技術データ」を含む、「商業コンピュータソフトウェア」です。本「商業コンピュータソフトウェア」の使用、修正、複製、公開、実行、表示ま

たは開示のすべては、管理する政府契約に添付および組み込まれた製造元の標準的な商業ライセンスを厳守するものとします。

Intergraph ならびに該当するサードパーティのソフトウェア製造元は、製造業者です。本ソフトウェア製品は未公開であり、すべての権利

は米国の著作権法に基づき留保されます。 

10.1.4 政府留保の権利。  ソフトウェア製品に組み込まれた MrSID テクノロジーは、部分的に、米国政府が資

金供給しカリフォルニア大学＇「大学」（が契約に基づき管理するプロジェクトを通して Los Alamos National Laboratory で開発されたも

ので、LizardTech, Inc.に対する排他的商用ライセンスに基づいています。これは、LizardTech からのライセンスに基づき使用されていま

す。MrSID テクノロジーは、米国特許第 5,710,835 号で保護されています。外国特許出願中。米国政府および当該大学は、MrSID

テクノロジーにおける権利を、以下の (a) ～(c)項を含むがこれに限定されることなく留保しています。(a)米国政府は、米国のためにまた

は米国を代表して、世界中で、米国特許第 5,710,835 号の適用を受ける発明を実施し実施させる、非排他的、譲渡不能、かつ取

消不能の一括払いライセンスを有し、かつ合衆国法典第 35 巻第 200～212 条および適用される施工規則に基づくその他の権利を

有しています。(b) MrSID テクノロジーにおける LizardTech の権利が本使用許諾契約書の期間中に終了した場合でも、お客様は、当

該ソフトウェア製品の使用を継続することができます。その場合、本ライセンスの規定で合理的にそのように判断できるものは、当該大学

または米国政府を保護します。(c) 当該大学は、MrSID テクノロジーのユーザーに対しノウハウ、技術支援または技術データの何らかを

提供する義務を負いません、また、米国特許第 5,710,835 号の有効性に関するか、または MrSID テクノロジーが何らかの特許もしくは

財産権を侵害しないことの保証または表明を行いません。これらの規定に関する追加的情報は、1008 Western Ave., Suite 200, 

Seattle, WA 98104 の LizardTech にお問い合わせください。 

 

10.2 輸出制限。本ソフトウェア製品ならびにこれに関するあらゆる技術データは、米国輸出管理法を含むがこれに限定

されることなく米国の輸出規制法の対象となります。米国の法律に反する取引は禁止されています。本ソフトウェア製品ならびにこれに

関する技術データとその派生物の一切を、次の状況下において直接または間接＇リモートアクセスを含む（に、輸出あるいは再輸出する

ことを禁じます。 

10.2.1 キューバ、イラン、北朝鮮、スーダンまたはシリア、あるいはこれらの国の国民に向けて。 

10.2.2 米国商務省の禁輸対象者・組織および未証明者リスト＇Denied Persons, Entities, and Unverified 

Lists ： www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm （ 、米国財務省の特別指定国民リスト ＇ Specially 

Designated Nationals List：www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/)（リスト、および米国国務省の排除リスト＇Debarred List：

http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html（を含むがこれに限定されない、米国の禁輸対象リストに載っている人物、あ

るいは団体に向けて。 

10.2.3 お客様が知っている、あるいは知るべく理由がある場合、最終用途をミサイル、生化学兵器、核兵器、

あるいは安全装置のない慎重に扱うべき核使用の設計、開発、製造、ならびに使用に関連する団体に向けて。 

10.2.4 お客様が知っている、あるいは知るべく理由がある場合、不正な再出荷を行う団体に向けて。 

受け取ったソフトウェア製品が、ITAR＇米国国際兵器輸送規則：U.S. International Traffic in Arms Regulations（の対象としてメディ

アで特定される場合、本ソフトウェア製品は ITAR の対象となる防衛物資と確定されています。米国からの本ソフトウェア製品の輸出は、

米国国務省の国防機器取引管理部＇DDTC: Directorate of Defense Trade Controls（発行のライセンスが適用されるか、ITAR ライ

センスの除外対象であることが必要です。既存のライセンスあるいは ITAR の除外で認められる場合を除き、本ソフトウェア製品をいかな

る国あるいはエンドユーザーに転売、変換、または譲渡したり、いかなる国あるいはエンドユーザーが本ソフトウェア製品を使用することは

できません。本使用許諾契約書の条項に従い、事前に書面による DDTC の承認を得ている場合、その他の国またはその他のエンドユ

ーザーは本ソフトウェア製品を使用することができます。 

お客様は、本使用許諾契約書に定められた輸出制限をお客様またはユーザーが違反したことで Intergraph に生じる訴訟、請求、コス

ト、費用、または損害の一切から Intergraph を免責し、補償することに合意します。ソフトウェア製品の輸出または再輸出、あるいは

http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm
http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/
http://www.pmddtc.state.gov/compliance/debar.html


 

 

ITAR 制限＇適用される場合（に関する質問は、Intergraph の輸出コンプライアンス部門＇Export Compliance Department（までお問

い合わせください＇19 Interpro Road , Madison, Alabama, United States 35758 または exportcompliance@intergraph.com（。   

10.3 地域での使用の制限。書面にて Intergraph から特に許可されている場合を除き、ライセンス付与されている国以

外でのソフトウェア製品の使用は固く禁止されています。 

10.4 機密保持。お客様は、Intergraphが開発、作成、または発見した情報やデータ、あるいはIntergraphにとって既知

であったり、Intergraphに譲渡されている、Intergraphの日常業務において商業価値のある、知的財産権を含むがそれに限定されない

情報やデータ＇以下、「機密情報」という（を所有することを承知します。Intergraphは当該機密情報を専有情報かつ機密情報とみなし

ます。お客様は、Intergraphの機密情報ならびにIntergraphから提供されるあらゆる形式の情報やデータを、自己の専有・機密の情報

やデータを扱うのと同じように、いかなる場合においても十分な注意を怠ることなく取り扱いならびに保管を行い、Intergraphの機密情報

あるいはIntergraphが提供するその他の情報やデータに関連性があるかもしれない、あらゆるライセンス要件、著作権、特許、商標なら

びに営業秘密の法律を遵守することに合意します。 

11.0 一般条項。 

11.1 完全なる合意。お客様は、本使用許諾契約書を読み、了承することを確認し、その条件に従うことに合意します。

またお客様は、本使用許諾契約書が本使用許諾契約書の主題に関し、お客様と Intergraph の間で結ばれる完全かつ排他的な合

意文書であること、また本使用許諾契約書がお客様と Intergraph との間で本使用許諾契約書の主題に関し口頭あるいは書面にて、

提案あるいは従前に結ばれた合意事項に優先するものであることに合意します。本使用許諾契約書は、お客様ならびに Intergraph

双方の署名入りの書面での通達によってのみ修正することができます。ただし、Intergraph ソフトウェア製品ならびにアップグレードの一部

は、該当するソフトウェア製品またはアップグレードとともに受け渡された使用許諾契約書の付属文書あるいは別の使用許諾契約書に

含まれる、場合により追加的または異なる条項の対象となる場合があります。信頼される手段＇印刷、コピー、あるいはファクスなど（によ

る本使用許諾契約書の複製は、原本とみなされます。 

11.2 可分性。可能な限り必ず、本使用許諾契約書の各条項は、法律上有効な当該方法で解釈されるものとします。

ただし、本使用許諾契約書の条項のいずれかが、法律で禁止されているか無効となる場合、当該条項は、当該条項の残存部分、あ

るいは本使用許諾契約書の残存条項を無効にすることなく、当該禁止あるいは無効の範囲においてのみ無効とします。 

11.3 見出し。本使用許諾契約書のさまざまな見出しは、便宜上の目的のみに挿入されており、本使用許諾契約書あ

るいはそのいかなる条項の意味や解釈に影響をもたらすものではありません。 

11.4 権利不放棄。いずれかの当事者が本使用許諾契約書の強制履行を怠った場合、本使用許諾契約書の条件の

その後の義務違反をもたらす可能性があるとして、当該救済手段の当該当事者が利用する権利の放棄とみなされたり、当該権利に

影響を及ぼすことはありません。 

11.5 通知。本使用許諾契約書で要求または許可される通知あるいはその他の通信＇以下、「通知」という（は、書面に

て直接受け渡すか、電子メール、ファクス、宅配便、速達または書留郵便、受け取り証明郵便、郵便料金前払い、配達証明書付き

書留郵便にて送付するものとします。直接手渡される通知は、受取人による書面での受領確認がある場合のみ、受け渡されたものと

みなされます。電子メールまたはファクスで送付される通知は、送信者が受取人から送付物の受領確認を書面にて受け取った場合の

み、送付時に受け渡されたとみなされます。宅急便または速達郵便で送付される通知は、送付から 24 時間後に受け渡されたとみなさ

れます。受け取り証明郵便または書留郵便で送付された通知は、投函後から 48 時間後に受け取られたとみなされます。本使用許諾

契約書の何らかの期間が、一つあるいは複数の当事者に対する通知の配布をもって開始とされる場合、必要な通知がすべて受け渡さ

れたときをもって開始とみなされます。通知に関する Intergraph の郵送先住所は、Intergraph Corporation, 19 Interpro Road, 

Madison, Alabama  35758Attn: Legal Department, 電話番号 256-730-2333 です。 

11.6 譲渡。いずれの当事者も、もう一方の当事者の書面による事前の合意を得ることなく、本使用許諾合意書で定

められた権利を譲渡したり、義務を委譲する権利は持たないものとします。ただし、Intergraph は本使用許諾合意書における自己の権

利や義務を、お客様の承認を得ることなく、(i) Intergraph または本 EULA の対象となる製品やサービスを提供する Intergraph 部門の

資産のすべてまたはほぼすべてを買収する団体、(ii) 本使用許諾合意書の対象となる製品または製品ラインの資産のすべて、またはほ

ぼすべてを買収する団体、あるいは (iii) Intergraph の合併・買収における関連会社または後継者に対し、自己の権利と義務を譲渡

することができます。お客様がライセンスまたはソフトウェア製品のサブライセンスまたは譲渡しようとする試みは、本使用許諾合意書で明

示的に定められる場合を除き、無効であり、ライセンスは即時終了します。 

11.7 その他の Intergraph ソフトウェア製品。お客様がその他の Intergraph ソフトウェア製品を所有または使用する場合、

条件が異なる可能性があるため、本使用許諾合意書ならびにその他すべての条件を注意してお読みください。 

11.8 制限付きの関係。お客様と Intergraph との関係は、独立した契約者の関係であり、お客様またはお客様の代理

人のいずれも Intergraph を法的に拘束する権限を持たないものとします。 

mailto:exportcompliance@intergraph.com


 

 

11.9 管轄法、裁判地ならびに管轄裁判所。本使用許諾契約書は、あらゆる目的において、米国アラバマ州の法律に

従って解釈し、履行するものとし、米国アラバマ州マディソン郡で承認を受けたとみなされています。お客様と Intergraph は、本使用許

諾契約書から、あるいはこれに関連して、直接あるいは間接に生じる法的手段や訴訟は、米国アラバマ州マディソン郡の巡回裁判所

あるいはアラバマ州北部地区、北西区域の米国地方裁判所で開始されることに合意するものとします。お客様と Intergraph は、当該

法的手段あるいは訴訟について管轄法に従い、その裁判地は上記裁判所が適切であることに合意します。本使用許諾契約書は、い

かなる法域の法の抵触に関する規則、または国際物品売買契約に関する国連条約の適用を受けず、その適用を明示的に排除しま

す。 

11.10 陪審裁判放棄。Intergraph ならびにお客様はここに、法律上最大限許容される範囲において、本使用許諾契

約書から、あるいはこれに関連して、直接または間接に生じるいかなる法的訴訟に対し、陪審裁判を行う権利を放棄します。

INTERGRAPH ならびにお客様は、(I)訴訟が起きた場合に、その他の当事者の代表、代理人または弁護人が、当該その他の当事者

が、明示的か否かに関わらず、前述の放棄強制を求めないと表明していないことを保証し、かつ(II) INTERGRAPH およびお客様は、と

りわけ相互放棄ならびに本陪審裁判放棄の保証によって、本使用許諾契約書の締結を促されたことを承知します。 

11.11 差し止め救済：重複的救済方法。お客様は、お客様が本使用許諾契約書を違反した場合、金銭的な損害を

確定することが困難となる、あるいは不十分な救済となる可能性がある、修復不可能な損害を Intergraph に引き起こす可能性がある

ことを承知し、合意します。お客様は、お客様が本使用許諾契約書を違反した場合、Intergraph はその他の権利ならびに救済に加え、

差し止め救済を求め、これを獲得する権利を留保し、Intergraph が当該違反に関し法律で十分な救済を得る、あるいは得る可能性

があることへの異議を明示的に放棄することに合意します。本使用許諾契約書に定められた権利と救済は、重複的かつ同時的なもの

であり、個別、連続的、あるいは併せて遂行することができます。 

11.12 弁護士費用。本使用契約許諾書から、あるいはこれに関連して法的訴訟が生じた場合、当該訴訟の勝訴当事

者は、裁判ならびにあらゆる上訴を含む、当該法的訴訟の合理的な弁護士費用を受け取る権利があるものとします。 

11.13 適用言語。本使用許諾契約書の支配言語は、英語です。お客様が他の言語に翻訳された本使用許諾契約書

を受け取った場合、当該翻訳はお客様の便宜のためのみに提供されています。 

11.14 米国国外での使用。お客様の所在地が米国外にある場合、本条項の規定も適用されるものとします。(i) Les 

parties en présence confirment leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s’y 

rattachent, soient redigés en langue anglaise (翻訳:「当事者は、本契約書ならびに関連文書は現在ならびに将来にわたって英語で

記されることに合意します。」（および (ii) お客様は、ソフトウェア製品の輸出入または使用の権利に影響を及ぼす可能性のある、お客

様の所在地の法律を遵守する責任を負い、かつ本使用許諾契約書を完全に履行するために、法律で要求されるあらゆる規則あるい

は登録手続きすべてを遵守していることを表明します。 

11.15 存続。 本使用許諾契約書の失効あるいは終了後の履行を必要とする、あるいは企図する本使用許諾契約書

の条項は、当該失効あるいは終了に関わらず施行できるものとします。 

12.0 特定のソフトウェア製品の追加条件。 

12.1 GeoMedia ビューアソフトウェア - 追加条件。特に GeoMedia ビューアのソフトウェアライセンスは、ハードディスクでの

コピーの保管、ならびに１つ以上のワークステーション上での実行にロードすることを許可します。GeoMedia ビューアソフトウェアは、お客

様の会社内外で自由にコピーの作成、譲渡、貸し出しを行うことができます。 

12.2 ベータソフトウェア － 追加条件。本使用許諾契約とともに受け取るソフトウェア製品が、市場出荷前あるいはベー

タ版のソフトウェア＇以下、「ベータソフトウェア」という（の場合、次の追加条項が適用されます。本条項の何らかの規定が、本使用許諾

契約のその他の条件に抵触する範囲において、本条項は抵触の解決に必要な範囲においてのみ、ベータソフトウェアに関する当該その

他の条件を優先します。お客様はベータソフトウェアに関するすべての情報、および当該情報ならびにベータウェアのお客様の使用と評

価＇以下、総称して「ベータソフトウェア情報」という（を機密情報として扱い、お客様が自己の同様の情報を機密に扱う際と同じ注意を

払い、いかなる場合も十分な注意を怠らないものとします。また、Intergraph から事前に書面での許可を得ることなく、当該ベータソフト

ウェア情報をどのような場合においても、いかなる人物・団体に開示してはならないものとします。ただし、提案されているベータソフトウェ

アの評価ならびにテスト＇以下、「ベータテスト」という（に参加する目的において、当該情報を必要とするお客様の代表に対しては、当該

開示に先立って当該代表者が本使用許諾契約を認識している場合、お客様は当該ベータソフトウェア情報を開示できるものと了解し

ています。お客様は、ベータテストに必要とされる以外の理由または目的に、ベータソフトウェア情報を使用しないものとします。お客様は、

ベータソフトウェア情報を他用しないこと、また、ベータソフトウェア情報をどんな作業または製品にも組み込むことに合意します。お客様

は、ベータソフトウェアは、市場出荷前のベータ版であり、Intergraph の最終製品を表すものではなく、システムまたはその他の欠陥なら

びにデータ損失を招く可能性のあるバグ、エラーおよびその他の問題が含まれる可能性があることを承知します。ベータソフトウェアは現

状のままお客様に提供され、Intergraph はお客様に対する一切の保証ならびに責任の義務を放棄します。お客様は、ベータソフトウェ
アを評価とテストを目的とする場合のみ使用することができます。一般の生産には利用できません。お客様は、Intergraph はベータソフ

トウェアあるいはその部分が、将来発表される、あるいは利用可能になることを約束・保証していないこと、Intergraph はお客様に対し、

ベータソフトウェアの発表または導入について、明示的または暗示的な義務を負わないこと、また Intergraph はベータソフトウェアと同様



 

 

あるいは互換性のある製品を導入しない可能性があることを、承知します。したがって、お客様は、ベータソフトウェアまたはベータソフトウ

ェアの関連製品についてお客様が行うリサーチまたは開発は、すべてお客様の自己責任において行われることを承知します。本使用許

諾契約書の期間中、Intergraph の要請に応じて、お客様はベータテストに関して、エラーまたはバグリポートを含むフィードバックを提供

するものとします。ベータソフトウェアの新しい未発表バージョン、またはソフトウェア製品の一般向け製品版を Intergraph から受け取るこ

とで、お客様はこれまでに Intergraph から受け取ったベータソフトウェアすべてを返却するか、永久に破棄することに合意します。お客様

は、ベータテストの終了日が Intergraph が商業ソフトウェアを一般向けに販売する最初の市場出荷日よりも早い場合、当該日付から

30 日以内に当該ベータソフトウェアの未発表バージョンをすべて返却または破棄することに合意します。 

12.3 評価ソフトウェア － 追加条件。本使用許諾契約書とともに受け取るソフトウェア製品が、特に評価目的として提

供される場合＇以下、「評価ソフトウェア」という（、お客様がソフトウェア製品の製品版のライセンスを購入する時期まで、次の条項が適

用されます。本条項の何らかの規定が、本使用許諾契約のその他の条件に抵触する範囲において、本条項は抵触を解決するのに必

要な範囲においてのみ、評価ソフトウェアに関する当該その他の条件を優先します。お客様は、評価ソフトウェアを評価とテストを目的と
する場合のみ使用することができます。一般の製造には利用できません。お客様は、評価ソフトウェアには、制限付きの機能または期間
限定で使用できる機能が含まれている場合があることを承知します。Intergraph は、お客様の購買決定を支援するにあたっての製品

評価を唯一の目的として、現状のままの状態で評価ソフトウェアのライセンスを供与します。評価ソフトウェアがタイムアウト版の場合、プ

ログラムはインストール後指定した期間が過ぎると操作を停止します＇以下、「タイムアウト日」という（。当該タイムアウト日に、評価ソフト

ウェアライセンスは動作を停止し、ソフトウェア製品の製品版のライセンスを購入しない限り、お客様はソフトウェア製品を使用できなくなり

ます。お客様は、当該評価ソフトウェアはタイムアウト日に操作を停止し、それに従って、当該評価ソフトウェアで作成したファイルや出力、

または評価版ソフトウェアに関連した製品へのアクセスは、すべてお客様の自己責任において実行することを承知します。 

12.4 教育ソフトウェア製品 - 追加条件。本使用許諾契約書とともに受け取ったソフトウェア製品が、教育ソフトウェア

製品＇教育価格がソフトウェア製品に支払われているか、教育・リサーチ機関向けに作られた Intergraph プログラムへ参加したことにより

ソフトウェア製品を受け取っているか、Intergraph からの教育助成金によってこれを受け取った場合（である場合は、お客様が教育エンド

ユーザーとして所在国の資格を満たさない限り、ソフトウェア製品を使用する資格はありません。お客様は、教育ソフトウェア製品を教育
ならびにリサーチ目的でのみ使用することができます。教育ソフトウェア製品の商業利用ならびに一般生産における利用は、固く禁じら

れています。追加条件ならびに教育エンドユーザーの定義は、ご要望に応じて Intergraph から入手できる Intergraph の教育ポリシーに

その詳細が説明されています。 

12.5 MAP2PDF for IMAGINE – 追加条件。 

(a) 保証の否認。  本書中のこれと異なるいかなる規定にもかかわらず、MAP2PDF for IMAGINE の性能に関する保

証は行いません。更に明確には、MAP2PDF for IMAGINE は、現状のまま提供されています。 

 

(b) 責任の限定。 Intergraph またはそのライセンサーもしくはサプライヤーは、お客様による MAP2PDF for 

IMAGINE の使用に関連して MAP2PDF for IMAGINE から生じるかまたはこれに関連する請求の何らにも、その

形式を問わず、責任を負わないものとします。 

 

(c) 検収。  MAP2PDF for IMAGINE は、お客様によるインストールをもって検収とみなされるものとします。  

 

(d) 使用の制限。お客様は、MAP2PDF for IMAGINE をお客様内部の業務用途にのみ使用することができます。ま

た、お客様は、GeoPDF ファイル以外のファイルをレンダーリングするために MAP2PDF for IMAGINE を使用

することはできません。 

  

12.6 ImageStation および Geospatial SDI ソフトウェア–追加条件。ImageStation および Geospatial SDI 製品

群 の ソ フ ト ウ ェ ア 製 品 に は 、 コ ー ド オ ブ ジ ェ ク ト オ ー プ ン ラ イ セ ン ス （ CPOL ） 1.02 （ こ れ は

http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx で参照できます）の対象となるオープンソースコードから少なくとも部分

的に構築されたダイナミックリンクライブラリ（DLL）を 1 以上含むものがあります。これらのソフトウェア製品を

インストールし使用することにより、お客様は、そのような CPOL ライセンスを受けたオープンソースコードで構

築された DLLの部分に適用される CPOLライセンスの条項に合意します。 

12.7 ECW ブラウザプラグイン – 追加条件。  ECW （Enhanced Compression Wavelet）ブラウザプラグイ

ン ソフトウェア製品（「ブラウザプラグイン」）は、ECW イメージテクノロジーを用いて作成された画像を、

Microsoft Internet Explorer、Google Chrome および Mozilla Firefoxのブラウザ（「ブラウザ」）内で表示するためのブ

ラウザプラグインとして設計されています。ブラウザは、本ブラウザプラグインに含まれません。お客様は、お客様

が所有または支配するコンピュータ上で合法的にライセンス付与されたブラウザに対するプラグインとして、本ブラ

ウザプラグインのコピーを必要な数量だけ作成しインストールすることができます。お客様が、ECWP（Intergraph 

http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx


 

 

Enhanced Compression Wavelet ）サーバーソフトウェア製品（「ECWP サーバーソフトウェア」）を使用する有効な

ライセンスを有する場合、お客様は、さらに、本使用許諾契約書を当該配布コピーに含めることを条件として、お客様の

ECWP サーバーにある画像へのアクセスを許可しようとする第三者に対し当該ブラウザプラグインのコピーを配布す

ることができます。本書に記載したとおりに許可されたブラウザプラグインのコピーの全部が、許可コピーとみなさ

れます。お客様は、ECW イメージテクノロジーで作成された画像およびお客様がライセンスを受けた ECWP サーバ

ーソフトウェアを介してアクセスされる画像をブラウザで表示するために限り、当該ブラウザプラグインをインスト

ールし使用することができます。本ブラウザプラグインは、リサーチ、商業、政府および教育上の目的に限定してラ

イセンス供与されるもので、個人用、家族または家庭用の目的でライセンス供与されるものではなくそのような目的

で使用することはできません。 
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INTERGRAPH エンドユーザライセンス契約 

付帯条項2 

AAIC およびRINAV 

 

この「付帯条項」2 は、「ソフトウェアプロダクト」が、AAIC またはRINAV プロダクトも利 

用するものである場合に、適用されます。適用される場合、この付帯条項（「付帯条項2」） 

は、購入時にライセンシーに提供されるエンドユーザライセンス契約（「EULA」）の条項へ 

の追加として、ライセンシーによるソフトウェアプロダクト使用の条項を定めます。EULA 

の条項の全部は、この付帯条項2 と矛盾しない範囲でソフトウェアプロダクトの使用に適 

用されるものとします。EULA とこの付帯条項2 の間で条項が矛盾した場合、付帯条項2 が 

EULA に優先するものとします。EULA は、以下でご覧いただけます： 

http://support.intergraph.com/policies/Default.asp?division=SGI. 
 

1.0. 使用の制限。ライセンシーは、AAIC またはRINAV のライセンス1 個を同時に四 

(4)以上のジョブに使用することはできません。四(4)以上のコアで同時にAAIC 

またはRINAV の実行を希望するライセンシーは、追加ライセンスを購入するこ 

とができます。 
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